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◎ 滋賀県では、このたび、次の県有地等を一般競争入札により売り払います。 

 

◎ この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。 

 

◎ この入札では、複数の申込者が価格を競い合い、あらかじめ定めた（※）予定価格（最低売却価格）

以上で最も高い価格をつけた方に購入していただく方法です。 

（※）予定価格は、付近の公示価格や不動産鑑定評価を参考に県が決定します。 

 

 

 

 

物 
件 
番 
号 

物 件 所 在 地 
地 目 
(現況) 

面 積 
 

(㎡) 
開 札 日 時 

予定価格(円) 
 

(最低売却価格) 
開 札 場 所 

1 

長浜市朝日町字上瀬田1128

番 

(非課税財産) 

 

宅地 

 

3,126.59 

令和7年 

9月18日（木） 

午前10時3０分 
122,514,600 

 

 

 

1-D会議室 

（滋賀県庁本館） 
2 

長浜市木之本町木之本字八

ツ塚591番１ 

(非課税財産) 

 

宅地 

 

５９３.２５ 

  〃 

午前11時30分 3,325,800 

3 

高島市今津町上弘部字南樫

507番1  

(非課税財産) 

 

雑種地 

 

９６３.90 

  〃 

午後1時30分 14,300,000 

 

4 

 

蒲生郡日野町大字音羽字角

畑373番2  

(非課税財産) 

 

宅地 

 

320.9０ 

  〃 

午後2時30分 2,070,000 

5 

高島市今津町保坂字越チ山

369番7  

(非課税財産) 

 

宅地 

 

271.11 

  〃 

午後3時30分 903,000 

 

(注) 土地は非課税財産、建物は課税財産です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

１ 令和７年度（第１回） 売払い物件一覧

表 
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１ 入札参加の申込み    

  申込受付期間 

  令和７年７月１４日（月） ～ 令和７年８月２０日（水）必着 

 

２  入札      

入札書提出期限：令和 7年 9月 17日（水） 午後５時１５分 必着 

入札書提出場所： 滋賀県総務部財政課 財産活用推進室（滋賀県庁本館１階西側） 

開札日時、場所：「１ 令和 7年度（第１回）売払い物件一覧」に記載の日時、場所 

 

今回の入札は、上記の期限までに上記提出場所に入札書を提出する方法により行います。 

入札に際しては、入札書提出期限までに入札保証金を納付していただく必要があります。 

入札保証金は落札者を除き、開札終了後に送付する還付請求書が提出され次第、できるだけ速や

かに還付します。落札者の納付した入札保証金は契約保証金（売買代金の全額から入札保証金を除

いた金額を即納する場合は売買代金）に充当できます。 

    ※入札書の提出は郵便または持参によるものとします。 

 

２ 県有地等売払い（一般競争入札）の概要 
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３  売買代金の支払い    

  契約締結までに契約保証金（売買代金の１０％以上）の納付が必要です。契約保証金は売買代

金に充当できます。売買代金は、契約締結の後、県が発行する納入通知書により指定期日までに

全額をお支払いいただきます。ただし、契約締結までに売買代金の全額を納付される場合を除きま

す。 

     

４  所有権の移転登記    

  所有権は、売買代金が完納されたとき（契約締結までに完納された場合にあっては、契約締結の

とき）に移転します。 

  登記の手続は、県が行いますが、登録免許税等、所有権の移転に要する一切の費用は、落札者

の負担となります。 

 

 

 

    

お問い合わせ先 
    

滋賀県総務部財政課 財産活用推進室 

           〒５２０－８５７７ 滋賀県大津市京町四丁目１－１  

                電 話      ０７７－５２８－３１９１（直通） 
                ＦＡＸ       ０７７－５２８－４８１７ 

                ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ     zaisan@pref.shiga.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zaisan@pref.shiga.lg.jp
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申込用紙の配布 
 

○期 間 令和 7年 7月 14日（月）から令和 7年 8月 20日（水）まで 

（土曜日、日曜日、祝日、8月 12日から 15日を除く） 

○場 所 

 滋賀県総務部財政課 財産活用推進室 （大津市京町四丁目 1－1滋賀県庁本館１階） 

 滋賀県南部合同庁舎 南部総務経理係 （草津市草津三丁目 14－75） 

 滋賀県甲賀合同庁舎 甲賀総務経理係 （甲賀市水口町水口 6200） 

 滋賀県東近江合同庁舎東近江総務経理係 （東近江市八日市緑町 7－23） 

 滋賀県湖東合同庁舎 湖東総務経理係 （彦根市元町 4－1） 

 滋賀県湖北合同庁舎 湖北総務経理係 （長浜市平方町 1152－2） 

 滋賀県高島合同庁舎 高島総務経理係 （高島市今津町今津 1758） 

  

 

 

 

 

申込資格 
 

○ 入札には、個人、法人を問わず、次に掲げる〔申込みできる方の要件〕をすべて満たす方であれ
ば、どなたでも参加していただけます。 

 
○ 申込みをされた方が、入札参加者（落札された場合はその物件の購入者）となります。 
 
○ ２名以上の共有名義で参加することもできます。 
 
〔申込みできる方の要件〕 （次の１から５のすべてを満たす方でないと申込みできません。） 
 
１  地方自治法施行令（昭和22年政令第 16号。以下「施行令」という。）第 167条の４第１項各号
の規定に該当しない者であること。 

 
２  施行令第 167 条の４第２項各号に該当することとなったときから２年を経過しない者およびそ
の者を代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用する者でないこと。 

 
３ 滋賀県財務規則（昭和 51 年滋賀県規則第 56 号。以下「規則」という。）第 195 条の２各号の
いずれにも該当しない者であること。 

 
 
４  次のいずれかに該当する者でないこと。 
ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下
「防止法」という。）第２条第６号に規定する「暴力団員」をいう。以下同じ。）でなくなった日から５
年を経過していない者 

イ 入札に付する県有地等を暴力団（防止法第２条第２号に規定する「暴力団」をいう。以下同
じ。）の事務所またはその敷地その他これらに類する目的で使用しようとする者 

ウ 自己、自社もしくは第三者の不正な利益を得る目的または第三者に損害を与える目的で暴力
団員または暴力団を利用している者 

 

３ 入札参加の申込み 
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５ 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 238条の３第１項に規定する公有財産に関する事務
に従事する滋賀県の職員でないこと。 

 
 

 （参考） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（抜粋） 
 第２条（定義） 
  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
 (１) 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な

行為をいう。 
 (２) 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的

に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 
 (３) 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。 
 (４) 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。 
 (５) 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。 
 (６) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 
 (７) 暴力的要求行為 第９条の規定に違反する行為をいう。 
 (８) 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその

第９条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをい
う。 

 

 

 

申込方法 
 

申込書に誓約書を添えて、申込受付期間内に提出願います。 

 なお、法人名で申し込まれる場合は、法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書または現在事項全

部証明書）と役員一覧を添付し、役員一覧については、添付いただいたものと同内容の Excelデータを

zaisan@pref.shiga.lg.jp（滋賀県財政課財産活用推進室）まで送信ください。 

※ 申込書の押印に使用する印鑑は、実印（印鑑証明書の印鑑）としてください。 

※ 申込み方法には、郵送していただく方法と、持参していただく方法の２通りがあります。 

 

１ 郵送される場合 
 申込書と誓約書（本県ホームページに様式データを添付しております。）に必要事項をもれなく記
入し、記名押印のうえ、一般書留、簡易書留、レターパックプラスのいずれかで郵送してください。 
 

 【申込受付期間】    

 令和７年７月１４日（月）  ～  令和７年８月２０日（水）必着 

 

        

 【送り先】 
 〒５２０－８５７７（住所の記入は不要です。） 
    滋賀県 総務部 財政課 財産活用推進室  あて 

 

※郵送の場合、次のいずれかに該当する申込みは受付できませんので、ご注意ください。 

  (1) 申込受付期間を過ぎてから本県に到達したもの。 

  (2) 申込書、誓約書等の記載に不備があるもの、または記載が不明瞭なもの。 

  (3) どの物件の入札に参加希望なのか不明瞭なもの。 

(4)  添付書類が不足しているまたは不備があるもの。 

  ※県では、郵便事情等による不達の責任は負いません。 

   

２ 持参される場合 

 申込書と誓約書に必要事項をもれなく記入し、記名押印のうえ、申込受付期間内に申込受付場

所に持参し、提出してください。 

mailto:zaisan@pref.shiga.lg.jp
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 【申込受付期間】 

 令和７年７月１４日（月）  ～  令和７年８月２０日（水）必着 

（土曜日、日曜日、祝日、8月 12日から 15日を除く） 

  受付時間  午前８時３０分 ～ 午後５時１５分 

 

        

 【申込受付場所】 

  大津市京町四丁目１番１号 

    滋賀県 総務部 財政課 財産活用推進室 （滋賀県庁本館１階西側） 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

 ※ 今回の入札は、入札書提出期限までに、入札書を入札書提出場所へ郵送または持参により提出
する方法により行います。 

○ 入札書提出期限：令和７年９月１７日（水） 午後５時１５分 必着  
      
 
○ 入札書提出場所：滋賀県総務部財政課財産活用推進室 
                （滋賀県庁本館１階西側） 
 
 
※  入札に先立って、入札保証金（入札書記載金額の５％以上）を納付していただく必要があります。 

 
※  入札書は、１物件につき１入札者１枚です。１物件に複数回または複数枚の提出があった場合は、

そのすべてが無効となりますのでご注意ください。 
 

※  入札書は物件ごとに作成し、入札書ごとに作成した封筒に封入し、表に「令和７年度（第１回）県有
地等売払いに係る一般競争入札 物件番号〇 に係る入札書在中」と記載したうえで、郵送による
場合は、下記の添付書類とともに書留等（一般書留、簡易書留、レターパックプラスのいずれか）で
提出場所へ送付してください。この際、入札に関する書類であることがわかるよう、表に「入札書在
中」等の記載をお願いします。 
 持参する場合は、上記と同様、添付書類とともに提出場所に持参して提出してください。この際、
入札参加証および身分証明書の提示をお願いします。 
 

※  入札書には必要事項を忘れずに記入してください。特に入札者（または代理人）の押印もれ、印鑑
違いに注意し、提出前に再度確認してください。 
 

※  一度提出された入札書は、いかなる理由があっても書換え、引換え、撤回はできません。 

 

※  入札書には、次の書類の添付が必要です。 
   ・入札者本人の印鑑証明書（発行から３ヶ月以内のもの） 
   ・代理人による入札の場合は、委任状 
   ・入札保証金の領収書の写し 
 

 
 
 

４ 入札 
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開札 

 
・ 開札は、「１ 令和７年度（第１回）売払い物件一覧」に記載の日時、場所において、入札に関係のな

い職員の立ち会いのもとで行います。 
・ 開札日時には、入札参加者の立ち合いは必要ではありません。立ち会いを希望される場合は、事

前にご連絡いただくとともに、当日は入札参加証と身分証明書をご持参のうえ、１入札者当たり２名
まででお願いします。  

 
 

入札保証金の納付 

 
 
１ 入札に参加される方は、入札書の提出までに入札保証金を納付していただく必要があります。  
 
２ 入札保証金は、入札参加申込み締切後、県において資格審査を行い、入札参加を受け付けた方に対
して入札参加証とともに納付書を送付しますので、入札書提出期限までに金融機関にて納付してくだ
さい。 

 
３ 入札保証金は、入札者が見積もる価格の１００分の５（１円未満の端数を生じたときは、その端数を切
上げた額）以上の額を納付してください。 

 
 〔例〕 
         （入札しようとする金額）                    （入札保証金の額） 
                                            ５   
      ２０，０００，０００円×   ＝  １，０００，０００円以上 
                                           １００  
 
                                             ５ 
      ３０，０００，０００円×  

 １００ 
 ＝  １，５００，０００円以上 

 
 
４ 入札保証金は、落札者以外の方には、開札終了後にお送りする還付請求書が提出され次第、滋賀県
財務規則に基づき速やかに還付手続きを行いますが、請求書の提出から還付まで２～３週間かかりま
すのでご承知おきください。 

  落札者が納付した入札保証金は、契約保証金（契約締結までに売買代金の全額を納付する場合は売 
買代金）の一部に充当することができます。 

  なお、入札保証金には利息を付しません。 
 
５ 落札者が落札物件の売買契約を締結しないとき（落札後、令和７年度県有地等売払入札要綱第３条
各号の要件を満たさない者であることが判明し、その入札が無効となったときを含む。）は、入札保証金
は違約金としていただき、お返ししません。 
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入札に当たっての注意事項 

 
 
１ 入札書は、入札者の住所・氏名（代理人の方が入札される場合は、代理人の住所・氏名）を記入 
 のうえ、本人(申込者)が入札する場合は本人の印鑑（実印）を、代理人が入札する場合は代理人 
の印鑑（委任状に押印した「代理人使用印」に限る。）を必ず押印してください。 

   法人の場合で、法人の代表者本人が入札される場合は、法人印及び法人の代表者印をそれぞれ 
押印するか法人名の入った代表者印を押印するようにしてください。 

 
２ 入札書への金額記入には、アラビア数字（０，１，２，３…）の字体を使用し、最初の数字の前に 
 ｢￥｣を記入してください。 
 
３ 提出された入札書は、いかなる理由があっても、書き換え、引き換え、または撤回をすることはで 
 きません。 
 
４ 次のいずれかに該当する入札は無効とします。 
 ( 1) 入札に参加する資格がない者の入札、または委任状を提出していない代理人の入札 
 ( 2) 提出期限までに提出されなかったまたは到達しなかった入札 
 ( 3) 所定の入札書によらない入札 
 ( 4) 入札保証金を納付していない（納付の確認ができない場合を含む）入札 
 ( 5) 入札金額が入札保証金の２０倍を超える入札 
 ( 6) 入札者の記名押印がない入札 
 ( 7) 委任状に押印した代理人の使用印と異なる印鑑を押印した代理人の入札 
 ( 8) 入札金額、入札者の氏名、物件番号、その他主要部分が識別し難い入札 
 ( 9) 入札金額を訂正した入札 
  (10) 事前に公表した予定価格(最低売却価格)を下回る価格の入札 
 (11) 入札者または代理人が１人で２枚以上の入札（他人の代理人としての入札を含む。）をした 
   場合のその全部の入札 

(12) 同一の物件に対し、同一者が２回以上入札書を提出した場合、その全部の入札 
(13) 添付書類が不足しているまたは添付書類に不備がある入札 

 (14) 入札に関し、不正の利益を得るために連合その他の不正な行為をした者の入札 
 (15) 令和７年度県有地等売払入札要綱に違反した入札 
 

 

落札者の決定 

 
 
１ 落札者は、次の方法により決定します。 

(1) 有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、事前に公表している予定価格（最低 
低売却価格）以上で、かつ、最高の価格をもって入札した者を落札者とします。 

 (2) (1)に該当する者が２人以上あるときは、下記の日時、場所においてくじ引きにより落札者を決定
します。この場合、入札者はくじ引きを辞退することはできません。 
 なお、当該入札者からの意思表示があった場合またはくじ引きの日時にくじ引きの場所に現れなかっ
た場合は、入札に関係のない職員が当該入札者に代わってくじを引きます。 
 

くじ引きの日：令和７年９月１９日（金） 
くじ引きの時刻：「１ 令和７年度（第１回）売払い物件一覧」に記載の時刻 
くじ引きの場所：滋賀県庁本館 １－D会議室 

 
２ 売却決定額は、入札書の「入札金額」欄に記載された金額をもって行います。 
   なお、落札された物件が混在財産（課税財産（建物）と非課税財産（土地）が混在している財産）である
場合は、予定価格の構成比率による按分によりそれぞれの売却金額（契約金額）および消費税等を決定
します。 

 
３ 開札の結果、落札者があるときは、落札者に対しては落札した旨を、落札者以外の者に対しては落札
しなかった旨をそれぞれ連絡します。落札者がないときは、入札が不調となったこととを入札者全員に
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連絡します。 
 
 

再度の入札 

 
  今回の入札は、予定価格(最低売却価格)を事前に公表しておりますので、開札の結果、落札者 
 がいない場合でも、再度の入札は行いません。 

 

 

 

 
 
１ 滋賀県と落札者との売買契約は、該当物件の落札決定の日から 30 日以内に、滋賀県総務部財政課
において、県有財産売買契約書（案）により締結しなければなりません。 

 ※ 売買契約は、「落札者」と行います。 
   共有名義で参加された場合は、「共有者全員」と売買契約を行います。 
 
2 落札者が期限までに契約を締結しない場合（落札決定後に落札者が、令和７年度県有地等売払入札
要綱第３条各号の規定を満たさない者であることが判明し、入札が無効となった場合を含む。）は、落札
はその効力を失います。また、入札保証金は違約金としていただき、お返ししません。 

 
3 契約手続きについては、原則、電子契約サービスを利用した売買契約となります。 
 
４ 紙（電子契約サービスを利用しない）の売買契約書（滋賀県保管用のもの１部）に貼付する収入印紙
は、落札者の負担となります。 
 
また、紙の契約を締結する際には、 

 ① 実印 
 ② 印鑑証明書（発行から３ヶ月以内のもの） 
が必要になります。 

 
５ 契約を締結する際に、個人の場合は、住民票（発行から３ヶ月以内のもの）が必要になります。 
 
6 入札者が、その落札した物件を公序良俗に反する用途に供するおそれがあるときには、契約を締結し
ない場合があります。 

 
 
 
 
 
１  落札者は、売買契約締結までに、契約保証金（売買金額の１０／１００以上に相当する額）の納付が必
要となります。 
なお、入札保証金は契約保証金に充当することができます。 
ただし、売買契約までに売買代金の全額（入札保証金を売買代金に充当する場合は当該入札保証

金を含む）を即納する場合は、契約保証金は不要です。この場合、下記２、３の規定は適用しません。 
 
２  落札者は、契約締結後、県が発行する納入通知書により指定期日（契約締結日から 20 日～１ヶ月後
を想定）までに、売買代金を全額納付しなければなりません。なお、契約保証金は売買代金に充当する
ことができます。 

 
３ 契約締結後、売買代金の支払いが指定期日までに行われなかった場合には、売買契約を解除のうえ
契約保証金は違約金としていただき、お返ししません。 

 
 
 
 
 

５ 契約の締結 

６ 売買代金の支払い 
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１ 売買物件の所有権は、売買代金が完納されたとき（契約締結までに完納された場合にあっては、契約
締結のとき）に移転します。 

 
２ 所有権移転登記の手続は、県が行います。 
 
３ 共有者全員の名義で売買契約を締結した物件については、共有名義で所有権の移転登記を行 
 います。 
  
４ 登記に必要な「登録免許税」は落札者の負担となりますので、必要となる金額の収入印紙を郵送また 
は持参していただきます。 

 
５ 落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、その物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡 
 することはできません。 
 

 
 

 

 

１ 落札物件の引渡しは現状のままで行いますので、必ず事前に現地の確認をしてください。 

 

２ 建物を建築するにあたっては、建築基準法および県、市町の条例等により、指導等がなされる場 

 合や開発負担金が必要となる場合がありますので、関係機関にご確認ください。 

  

３ 物件の面積等物件調書に記載した事項について、現地に符合しないことがあるときは、現地によるも
のとします。 

 
４ 落札者が、売買契約書に定める義務を履行しないために、県に損害を与えたときは、その損害を賠償
しなければなりません。 

 
５ 落札物件の活用にあたっては、法令上の規制を遵守しなければなりません。 
 
 

７ 所有権の移転登記 

８ その他の注意事項 
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令和７年度県有地等売払入札要綱 

 

【目的】 

第１条 この要綱は、令和７年度において、県が所有する普通財産である土地、建物（工作物を含む。以下

土地、建物を併せて「県有地等」という。）を売却するために行う一般競争入札（以下「入札」とい

う。）にかかる一般的な手続を定めるものである。 

 

【入札の回数、入札に付する物件等】 

第２条 入札は原則として年度内に２回をめどに行うこととする。ただし特別の事情がある場合はこの限り

でない。 

２ 入札に付する県有地等（以下「入札物件」という。）は、入札を行う都度別に定める。 

３ 入札物件の予定価格（最低売却価格）は、入札を行う都度事前に公表する。 

 

 【入札に参加する者に必要な資格】 

第３条 入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。 

(1)  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第 167条の４第１項各号の規

定に該当しない者であること。 

(2)  施行令第 167 条の４第２項各号に該当することとなったときから２年を経過しない者およびその

者を代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用する者でないこと。 

(3)  滋賀県財務規則（昭和５１年滋賀県規則第５６号。以下「規則」という。）第 195 条の２各号のいず

れにも該当しない者であること。 

(4)  次のいずれかに該当する者でないこと。 

ア  暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「防

止法」という。）第２条第６号に規定する「暴力団員」をいう。以下同じ。）でなくなった日から５年を

経過していない者 

イ  入札に付する県有地等を暴力団（防止法第２条第２号に規定する「暴力団」をいう。以下同じ。）

の事務所またはその敷地その他これらに類する目的で使用しようとする者 

ウ  自己、自社もしくは第三者の不正な利益を得る目的または第三者に損害を与える目的で暴力団

員または暴力団を利用している者 

 (5)  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の３第１項に規定する公有財産に関する事務

に従事する滋賀県の職員でないこと。 

 

 【入札参加申込み】 

第４条  入札に参加しようとする者（以下「入札者」という。）は、別記様式第１号の一般競争入札申込書兼

参加証に誓約書（別記様式第２号）を、さらに法人の場合は、役員一覧（別記様式第３号）と法人登

記事項証明書を添えて、別に定める入札案内書（以下「案内書」という。）で指定する日までに指定

する場所へ提出しなければならない。 

 

 【留意事項】 

第５条 入札者は、規則、この要綱、物件調書および県有財産売買契約書（案）の各条項ならびに入札物

件の法令上の規制をすべて承知した上で入札するものとする。 

２ 入札手続において使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限るものとする。 
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 【現地案内】 

第６条 現地案内の実施の有無および実施する場合の日時等については、案内書に記載する。 

 

 【入札執行の方法、日時および場所】 

第７条 入札は、入札書（別記様式第４号）を封入により提出する方法により行うこととし、提出期日および

場所、提出方法、添付書類等については、案内書において定める。 

 

 【入札保証金】 

第８条 入札者は、入札前に、入札保証金として、入札金額の１00 分の５に相当する額（その額に１円未満

の端数を生じたときは、その端数を切上げた額）以上の額を納めなければならない。 

   

 【入札書の記入方法】 

第９条 入札書には、入札金額、入札者（代理人により入札する場合にあっては、代理人）の住所および氏

名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の職名と氏名）その他所定の事項

を記入の上、入札者本人が入札する場合は本人の印を、代理人により入札する場合は代理人の

印を押さなければならない。 

２ 入札金額は、アラビア数字を用いて表示し、かつ、最初の数字の前に「￥」の記号を付すること。 

 

 【入札書の書換え禁止等】 

第 10条 入札者は、いかなる理由があっても、提出した入札書の書換え、引換えまたは撤回をすることが

できない。 

 

 【入札の無効】 

第 11条  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札 

(3) 入札者またはその代理人が同一事項の入札に対し、２以上の意思表示をした入札 

(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札 

(5) 第８条に規定する入札保証金を納めない者または納めた入札保証金の額が不足する者の行った

入札（入札金額が入札保証金の 20倍を超える入札） 

(6) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札 

(7) 入札書記載の金額を加除訂正した入札 

(8) 事前に公表した予定価格（最低売却価格）を下回る価格の入札 

(9) 指定した期日までに、指定した場所に到達しなかった入札 

(10) 必要書類が添付されていないもしくは不足している、または添付書類に不備がある入札 

(11) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

 【開札】 

第 12 条  提出された入札書の開札は、案内書に記載する日時および場所において、複数の職員の立ち

会いのもとで行う。 
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 【落札者の決定方法】 

第 13条  落札者の決定は、次に掲げる方法とする。 

  (1) 事前に公表している予定価格（最低売却価格）以上で、かつ、最高の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

  (2) 前号に該当する者が２人以上あるときは、案内書に記載した日時および場所において、当該入札

者によるくじ引きで落札者を決定する。この場合において、入札者は、くじ引きを辞退することがで

きない。なお、当該入札者からの意思表示がある場合またはくじ引きの日時および場所に当該入

札者が来なかった場合は、職員が当該入札者に代わってくじを引き、落札者を決定する。 

２ 売却決定額は、入札書の「入札金額」欄に記載された金額とする。ただし、落札物件が課税財産ま

たは混在財産（課税財産と非課税財産が混在している財産）である場合については、入札書に記

載された金額を、予定価格の構成比率に応じて案分、割り戻しし、土地、建物および消費税等の額

を算出する。 

 

 【入札結果の連絡】 

第 14 条  開札の結果、落札者を決定したときは、落札者に対しては落札した旨を、それ以外の者に対し

ては落札しなかった旨を連絡する。落札者がなかったときは、入札者全員に入札が不調となった

ことを連絡する。 

   ２ 落札者に関する情報について問い合わせがあった場合は、住所、氏名、落札金額等について公開

することがある。ただし、落札者が個人である場合の住所および氏名については、この限りでない。 

 

 【再度の入札】 

第 15条  再度の入札は、実施しない。 

 

 【入札の変更等】 

第 16 条 入札者が不正または不誠実な行為をするおそれがあり、入札を公正に執行することができない

と認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、または入札の執行を延期し、もしくは中

止することがある。 

 

 【入札保証金の還付等】 

第 17 条 第８条による入札保証金について、入札者からその還付請求書が提出されたときは、規則に基

づき速やかに還付する。 

   ２ 前項の規定にかかわらず落札者が納付した入札保証金については、第 20 条第２項に規定する

契約保証金（同条第４項が適用される場合にあっては、売買代金）の全部または一部に充当するこ

とができる。 

 

 【入札保証金の帰属】 

第 18 条 落札者が契約を締結しないとき（落札後、第３条各号の要件を満たさない者であることが判明

し、その入札が無効となったときを含む。）は、入札保証金は違約金として県に帰属するものとす

る。 

 

 【現地優先の原則】 

第 19 条 物件の面積その他物件調書に記載した事項について、現地の状況に符合しないことがあるとき

は、当該現地の状況によるものとする。 
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 【契約の締結】 

第 20 条 県と落札者の売買契約は、当該物件の落札者の決定の日から３０日以内に、総務部財政課に

おいて、県有財産売買契約書（案）により締結するものとする。 

２ 落札者は、売買契約締結までに、売買代金の 100 分の１０以上に相当する額を契約保証金とし

て納付しなければならない。なお、納付にあたっては 2名以上の共有名義で入札に参加する場合

にあっても代表者１名が納付するものとする。 

３ 落札者は売買契約締結後、県が発行する納入通知書により指定期日までに売買代金を全額納

付しなければならない。この場合において、契約保証金は、売買代金の一部に充当することがで

きるものとする。 

４ 落札者が、売買契約締結までに売買代金の全額（入札保証金を売買代金に充当する場合は、充

当後の残額）を即納するときは、前２項の規定は適用しない。 

５ 落札者がその落札した物件（以下「落札物件」という。）を公序良俗に反する用途に供するおそれ

があるときは、契約を締結しない場合がある。 

 

 【契約保証金の帰属】 

第21条  落札者が売買契約に定める義務を履行しないために契約を解除された場合は、契約保証金は

違約金として県に帰属するものとする。 

 

 【所有権の移転時期】 

第 22条 落札物件の所有権移転は、売買代金が完納されたとき（契約締結までに完納された場合にあっ

ては、契約締結のとき）とする。 

２  落札物件は、現状有姿のまま引き渡すものとする。 

 

 【落札者の譲渡制限】 

第 23 条  落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、落札物件に係る一切の権利義務を第三者に譲

渡することができない。 

 

 【公租公課等】 

第 24 条 売買契約書作成にかかる印紙税、落札物件の所有権移転に要する登録免許税および代金完

納後の公租公課等は、落札者の負担とする。 

 

 【遵守事項】 

第 25条  入札者は、この要綱のほか、入札方法等の指示事項を遵守しなければならない。 

 

 【その他】 

第26条  県は、契約締結の相手方の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)、氏名(法人の場合は

法人名)、落札物件の所在地、地目、地積および契約金額について公表することができるものと

する。 



 

 

 

 

 

別 記 様 式 
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 別記様式第１号 
      

  令和７年度（第１回） 一般競争入札申込書兼参加証 
 
   次の県有地等売払い一般競争入札に参加したいので、入札要綱等を承知の上申し込みます。 
 
  滋 賀 県 知 事          様 
                                                                             【共有名義の場合】 

 
受 付 印 

 
 
 
 
 
 

  申 込 者：住 所（所在地）                                                共有者 (〒   －    )  
           （〒   －    ）                                         住 所                       
 

                                                        
ふ り が な

氏 名                                    印 
                                                                                   性 別（ 男 ・ 女 ） 生年月日   年    月  日生 

         
ふ り が な

氏 名（法人名および代表者名） 
                                                                               共有者 (〒   －    ) 
                                                 印               住  所                       
         性 別（ 男 ・ 女 ） 生年月日   年  月  日生 

        電話番号（    －   －     ）                        
ふ り が な

氏 名                                     印 
                                                                                  性 別（ 男 ・ 女 ） 生年月日   年    月  日生 

 

開札実施日 開札開始時刻 開札実施場所

1
長浜市朝日町字上瀬田
1128番

非課税財産 宅地 3,126.59 122,514,600 午前10時30分

2
長浜市木之本町木之本字
八ツ塚591番１

非課税財産 宅地 593.25 3,325,800 午前11時30分

3
高島市今津町上弘部字南
樫507番1

非課税財産 雑種地 963.90 14,300,000 午後1時30分

4
蒲生郡日野町大字音羽字
角畑373番2

非課税財産 宅地 320.90 2,070,000 午後2時30分

5
高島市今津町保坂字越チ
山369番7

非課税財産 宅地 271.11 903,000 午後3時30分

令和7年
9月18日（木）

滋賀県庁本館
１－D会議室

物件
番号

物件所在地
開札日時等予定価格（円）

（最低売却価格）
面積（㎡）

地目
（現況）
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 ＊下記の注意書きをお読みいただき、必要書類を提出してください。 

 

 ※ 希望する物件番号の欄に○印を付けてください。申込書と誓約書（別記様式第２号）とを同時に提出願います。 

 ※ 個人名で申し込まれる場合、住民登録されている住所,氏名,性別,生年月日および電話番号を記入し、印鑑登録証明書の印を押印してください。 

 ※ 法人名で申し込まれる場合、法人登記され印鑑登録を受けている所在地,法人名,代表者名と代表者の性別,生年月日および電話番号の記入を 

  行い、印鑑証明書の印を押印してください。 

 ※ 法人名で申し込まれる場合、法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書または、現在事項全部証明書）と役員一覧（別記様式第３号）を添付してくださ

い。 

 ※ 共有名義で申し込まれる場合は、次によります。 

      ① 申込者の欄に、共有者を代表して入札手続（入札保証金の納付、入札書の記入等）を行う方の住民登録されている住所,氏名, 性別, 

     生年月日および電話番号の記入と印鑑登録証明書の印の押印をしてください。 

      ② 共有者の欄に、申込者を除く他の共有者の住民登録をされている住所,氏名,性別および生年月日の記入と印鑑登録証明書の印の押印 

     をしてください。（3人目以降の共有者については、別紙に必要事項の記入と押印をしてください。） 
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 別記様式第２号 

誓  約    書 

 

  私は、滋賀県が実施する令和７年度（第１回）県有地等売払い一般競争入札の

参加に当たり、次の事項を誓約します。 

 なお、滋賀県が必要な場合には、滋賀県警察本部に照会することについて承諾

します。 

 

１  令和７年度県有地等売払入札要綱第３条各号の要件を全て満たします。  

 

２ 入札に際し、令和７年度県有地等売払入札要綱、物件調書、県有財産売買 

 契約書（案）、入札物件の法令上の規制等、全て承知の上で参加します。 

 

３  落札した物件の活用にあたっては、法令上の規制を遵守します。 

 

 

                                 令 和   年   月   日 

 

    滋賀県知事          様 

 

                    住   所（所在地） 

                  （フリガナ）                             

                    氏  名                    印 

                        法人名    

                         代表者名  

              性別（ 男 ・ 女 ） 生年月日   年   月  日生 

 

  【共有名義の場合】 

              共有者の住所（所在地） 

                  （フリガナ） 

                   共有者の氏名                  印 

                        法人名    

                        代表者名  

              性別（ 男 ・ 女 ） 生年月日   年   月  日生 

                         （注）押印は実印でお願いします。 
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別記様式第３号

　　　役　　員　　一　　覧
性別 備考

元号 年 月 日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※ 本様式には、法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書または、現在事項全部証明書）に記載されている役員全員（現在就いている方）および役員以外の方で支店または
営業所を代表する方全てについて記載してください。

※ 収集した個人情報については、県有地等売払い業務についてのみ使用し、その他の目的のためには使用しません。ただし、入札参加資格の確認を行うため、警察
当局へ照会します。 ＜記載例裏面＞

氏名のフリガナ
氏　　名

（漢字表記）

生　年　月　日
番号 法人名、商号、名称等 所　　在　　地 役 職 名

19



＜記載例＞

性別 備考

元号 年 月 日

1 株式会社○○
○○市○○○○○○

↑
個人住所でなく、法人登記住所を記載

代表取締役 ｱｲ ｳｴｵ 阿井　植男 昭和 10 10 10 男

2 〃 〃 取締役 ｶｷ ｸｹｺ 垣　久恵子 〃 11 11 11 女

3 〃 〃 監査役
*** ***

↑
姓と名の間１ﾏｽ空ける

○○　○○ 〃 12 12 12 男

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

番号 法人名、商号、名称等 所　　在　　地 役 職 名 氏名のフリガナ
氏　　名

（漢字表記）

生　年　月　日

20
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別記様式第４号            

・ 数字は、アラビア数字（０，１，２，３・・・）とすること 

                         ・ 数字は、訂正しないこと 

                          ・ 最初の数字の前に、￥を入れること 

 
 
 

 

 

 入札金額 

 
 百 

 億 

 
 拾 

 億 

 
   

 億 

 
 千 

 万 

 
 百 

 万 

 
 拾 

 万 

 
    

 万 

 
 

 千 

 
 

 百 

 
 

 拾 

 
   

 壱 

 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 物件番号 

 

 

 

入札保証金額 

 

                              円 

 

 所 在 地 

 

 

 

  令和７年度県有地等売払入札要綱、県有財産売買契約書（案） 

および滋賀県財務規則を承知して上記のとおり入札します。 

 

 令 和  年  月  日 

 

 

住 所 

 入 札 者  

 

氏 名                             印 

  

（入札者が申込者本人の場合は申込者本人の住所・氏名を記載し実印を押印、代理人の場合は

代理人の住所・氏名を記載し代理人使用印を押印）                                     

       

    

   滋賀県知事           様 

備考 

１  入札者(申込者)の住所・氏名（代理人の方が入札される場合は、代理人の住所・氏名）を記入の上、本人

(申込者)が入札する場合は本人の印鑑（印鑑（登録）証明印、いわゆる実印）を、代理人が入札する場合

は代理人の印鑑（委任状に押印した「代理人使用印」に限る。）を必ず押印してください。 

２ 入札金額を記載する際には、次に留意のうえ記載してください。 

(1)課税財産とは、消費税法別表第二（第６条関係）に掲げる財産以外の財産を、非課税財産とは、消費

税法別表第二（第６条関係）に掲げる財産を、混在財産とは、課税財産と非課税財産が混在した財産

をいいます。 

(2)課税財産、非課税財産、混在財産、いずれの場合も「入札金額」欄に記載の金額により、落札、契約す

ることとなります。 

課税財産については、「入札金額」欄の額を割り戻して物件価格および消費税等を算出します。 

混在財産については、「入札金額」欄の額を予定価格の構成比率により割り戻し、土地、建物、消費

税等をそれぞれ算出します。 
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別記様式第５号 

委  任  状 

 

  私は、令和７年度（第１回）県有地等売払い一般競争入札に参加するに当たり、下記

のとおり、代理人に権限を委任します。 

 なお、滋賀県が必要な場合には、滋賀県警察本部に照会することについて承諾しま

す。 

記 

 

１  委任する権限 

 

  令和７年度（第１回）県有地等（物件番号  ）売払いの一般競争入札に関する一切の

権限 

 

 代理人（受任者） 

    （〒   －    ） 

  住  所 

（フリガナ） 

  氏  名 

      性別（ 男 ・ 女 ） 生年月日   年   月  日生 

    連絡先：    －    －  

 

 

 代理人使用印 

 

 

 

 

 

 

  

    令 和    年    月    日 

 

                 入札申込者 

 

                    住 所 

                  （所在地） 

 

                    氏 名                                       印 

                    法人名                                    

                   代表者名 

 

（注）１  委任状は、入札書提出時まで（同時でも可）に提出してください。なお複数の物件の委任を行う場合は、物件ごとに作

成するか、物件番号を区切る等で、複数の物件の委任状であることを明確にしてください。 

     ２  入札申込者の印鑑(登録)証明書（発行日から３ヶ月以内のもの）を添付してください。 

     ３  入札申込者欄は印鑑（登録）証明印を押印してください。また「代理人使用印」の枠内に、代理人が使用する印鑑を

押印してください。 

         代理人は、入札において必ずその印鑑を使用しなければなりません。 
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（土地） 

県有財産売買契約書（案） 
 

収 入 

印 紙 

 

   滋賀県知事 三日月 大造（以下「甲」という。）と         （以下「乙」 という。）とは、次の条項

により県有財産の売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲および乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

（売買物件） 

第２条 甲は、末尾記載の物件（以下「売買物件」という。）を乙に売り渡し、乙はこれを買い受けるものと

する。 

 

（売買代金） 

第３条 売買物件の売買代金は、金         円とする。 

 

（契約保証金） 

第４条  甲および乙は、この契約を締結するにあたり、乙が甲に、契約保証金として、 

  金                  円を支払ったことを確認する。 

２ 前項の契約保証金は第 14 条に定める損害賠償額またはその一部の予定としない。 

３  第１項の契約保証金には、利息を付さない。 

４ 乙が、次条第１項に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金は、甲に帰属するも

のとする。 

５ 乙が、本契約締結と同時に前条に定める売買代金の全額を即納する場合においては、前各項の規

定は適用しない。 

 

（売買代金の納付） 

第５条 乙は、第３条に定める売買代金から乙が既に納付した契約保証金を除く金額を、甲が発行する

納入通知書により、甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。 

２ 前条第１項に定める契約保証金は、乙が前項に定める金額を完納したときに、甲において 売買代金

の一部に充当するものとする。 

３ 前条第５項に該当する場合は、前２項の規定は適用しない。 

 

（所有権の移転およびその時期） 

第６条 売買物件の所有権は、売買代金が完納された時に、甲から乙に移転するものとする。 

２ 売買物件は、前項の規定によりその所有権が移転した時に、乙に対し現状有姿のまま引渡しがあっ

たものとする。 
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（所有権の移転登記） 

第７条 乙は、前条第１項の規定により売買物件の所有権が移転した後に、速やかに甲に対し所有権の

移転登記を請求するものとし、甲は、その請求によりその所有権の移転登記を嘱託するものとする。 

２ 前項の登記に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（危険負担） 

第８条 この契約の締結の日から売買物件の引渡しの日までにおいて、乙の責めに帰することのできな

い事由により、売買物件に滅失、き損等の損害を生じたときは、その損害は、甲が負担するものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第９条 第６条により引き渡された売買物件が、数量等に関して契約の内容に適合しないもの（「令和７

年度（第１回）県有地等売払いの入札実施案内書」の物件調書の記載内容と相違する場合に限る。以

下「不適合」という。）であるときは、乙は甲に対し、不適合の程度に応じて売買代金の減額を請求す

ることができる。 

２ 本契約締結後、土壌汚染物質もしくは地下埋設物に係る本契約締結時において甲が知り得ないも

のまたは甲が知る量以上の量の判明その他の売却物件に係る甲の知り得ない事象の判明があったと

しても、甲はその責任を負わない。ただし、甲の不知が故意または重大な過失による場合は、この限り

でない。 

３ 第１項の場合において、乙がその不適合を知ったときから１年以内にその旨を甲に通知しないときは、

乙は、その不適合を理由として、売買代金の減額の請求および損害賠償の請求をすることができない。

ただし、甲が契約のときにその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限

りでない。 

 

（風俗営業等の禁止） 

第 10 条 乙は、この契約締結の日から 10 年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第１項に規定する風俗営業および同条第５項に規

定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、またはこれらの用に供されることを

知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、もしくは売買物件を第三者に貸してはならない。 

２ 乙は、この契約締結の日から 10 年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の関連施設その他周辺住

民に著しく不安を与える施設の用に供し、またはこれらの用に供されることを知りながら、売買物件の

所有権を第三者に移転し、もしくは売買物件を第三者に貸してはならない。 

 

（実地調査等） 

第 11 条 甲は、乙の前条に定める義務の履行状況を把握するため、甲が必要と認めるときは実地調査

を行うことができる。 

２ 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について所有および利用の状況の事実を証する登記事項

証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。 

３ 乙は、正当な理由なく第１項に定める実地調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または前項に定める報

告を怠ってはならない。 

 

（違約金）                                                                     

第 12 条 乙は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金とし

て甲に支払わなければならない。 

 (1) 第 10 条に定める義務に違反したとき 売買代金の 100 分の 30 に相当する金額 

 (2) 前条に定める義務に違反したとき 売買代金の 100 分の 10 に相当する金額 

２ 前項の違約金は、第 14 条に定める損害賠償額またはその一部の予定としない。 
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（契約の解除等） 

第 13 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。 

２ 甲は、乙（自社の役員など実質的に営業に関与している者を含む。）が暴力団もしくは暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

（以下これらを「暴力団等」という。）または次のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することが

できる。 

(1) 暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者 

 (2) 自己、自社もしくは第三者の不正な利益を得る目的または第三者に損害を加える目的で暴力団

等を利用している者 

 (3) 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の

維持運営に協力し、または関与している者 

 (4) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 (5) 暴力団等であることを知りながらこれを不当に利用している者 

 (6) 暴力団等または前各号のいずれかに該当する者の依頼を受けて県有地等の譲渡を受けようとす

る者 

３ 甲は、乙が第 10 条に定める義務に違反したことが判明した場合には、催告をすることなくこの契約

を解除することができる。 

４ 乙は、本契約の解除に際し、建物その他乙または第三者が売買物件に附属させたものおよび当該建

物等に附加した造作等の買取請求、保存に要した費用および有益費の償還請求その他一切の損害

賠償請求をすることができない。 

 

（損害賠償） 

第 14 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償

しなければならない。 

 

（契約の費用） 

第 15 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（法令等の規制の遵守） 

第 16 条 乙は、売買物件に係る法令等の規制および令和７年度県有地等売払入札要綱の内容を熟知

の上、この契約を締結したものであることを確認し、売買物件を利用するにあたっては、当該法令等

および同要綱を遵守するものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第 17 条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄

する地方裁判所を管轄裁判所とする。 

 

（疑義の決定等） 

第 18 条 この契約に定めのない事項またはこの契約に関し疑義を生じた事項については、甲乙協議の

上、これを定めるものとする。 
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この契約の成立を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保持する。 

 

 

 令和  年  月  日 

 

                           甲  大津市京町四丁目１番１号 

 

                                     滋賀県知事             

 

乙 

 

 

 

 

物 件 の 表 示 
 

所       在 
 

地  番 
 

 
地 目 

 
面 積（㎡） 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
計 
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  物 件 調 書 

 

 

 

 

 

 

 

※ この調書は、入札に付する物件を確認される上で 

 の参考資料です。 

 

 

  申し込まれる前に、必ず現地をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【お問い合わせ先】 

滋賀県総務部 財政課 

財産活用推進室 

 

〒５２０－８５７７ 

滋賀県大津市京町四丁目１－１ 

                                 

電話 : 077-528-3191（直通） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ : zaisan@pref.shiga.lg.jp 

 


